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第１６号議案 

 

令和４年度蒲郡市一般会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，３６２，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

8 ゴルフ場利用税交付金 １，６５０

1 地方消費税交付金 １，８８０，０００

1 法人事業税交付金 １４０，０００

7 地方消費税交付金 １，８８０，０００

6 法人事業税交付金 １４０，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ５０，０００

1 配当割交付金 ６５，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ５０，０００

4 配当割交付金 ６５，０００

1 利子割交付金 ５，５００

4 特別とん譲与税 ３０，０００

3 利子割交付金 ５，５００

3 森林環境譲与税 １１，２３２

2 自動車重量譲与税 １５５，０００

1 地方揮発油譲与税 ５３，０００

2 地方譲与税 ２４９，２３２

6 都市計画税 １，１３０，０００

5 入湯税 ５４，０００

4 市たばこ税 ５３０，０００

3 軽自動車税 ２５５，０００

2 固定資産税 ６，３６４，０００

１３，２３１，０００

1 市民税 ４，８９８，０００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 市税
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単位：千円

2 県補助金 ６６１，８８５

1 県負担金 １，１７２，９３７

17 県支出金 ２，０５２，１２５

3 委託金 １９，０１５

2 国庫補助金 ９８２，６４５

1 国庫負担金 ２，７９５，３１８

2 手数料 １５３，８０８

16 国庫支出金 ３，７９６，９７８

1 使用料 ３７７，１３９

15 使用料及び手数料 ５３０，９４７

1 負担金 ３０，００７

1 交通安全対策特別交付金 １１，０００

14 分担金及び負担金 ３０，００７

13 交通安全対策特別交付金 １１，０００

1 地方交付税 ２，１３０，０００

1 地方特例交付金 ７５，０００

12 地方交付税 ２，１３０，０００

11 地方特例交付金 ７５，０００

1 環境性能割交付金 ６３，０００

1 自動車取得税交付金 １０

10 環境性能割交付金 ６３，０００

9 自動車取得税交付金 １０

金　　　　　　額款 項

1 ゴルフ場利用税交付金 １，６５０
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ３２，３６２，０００

1 市債 １，９２７，４００

5 雑入 ７８０，５３２

23 市債 １，９２７，４００

4 受託事業収入 ２７４，１４９

3 貸付金元利収入 ３４０，０００

2 市預金利子 １００

1 延滞金 １０，０００

22 諸収入 １，４０４，７８１

1 繰越金 ２００，０００

3 財産区繰入金 １９，６６２

21 繰越金 ２００，０００

2 基金繰入金 ３，３２８，８３８

1 特別会計繰入金 １５０，０００

20 繰入金 ３，４９８，５００

1 寄附金 ８０８，９１３

2 財産売払収入 ４８，５７６

19 寄附金 ８０８，９１３

1 財産運用収入 １６２，３８１

18 財産収入 ２１０，９５７

金　　　　　　額款 項

3 委託金 ２１７，３０３
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単位：千円

1 商工費 １，０１０，８２１

土木費 ２，１０７，６６２7

商工費 １，０１０，８２１6

3 水産業費 １１，２２３

2 林業費 ２４，０６６

1 農業費 ３１０，４４０

2 清掃費 １，７０９，６０３

農林水産業費 ３４５，７２９5

1 保健衛生費 １，６４６，４１４

衛生費 ３，３５６，０１７4

3 生活保護費 １，２１６，９１１

2 児童福祉費 ４，６１４，１０９

1 社会福祉費 ６，４１２，４４６

6 監査委員費 ３０，６９５

民生費 １２，２４３，４６６3

5 統計調査費 ２，６６３

4 選挙費 １０５，４４８

3 戸籍住民基本台帳費 ２３０，３４７

2 徴税費 ４２３，２４４

1 総務管理費 ４，１８２，７５１

総務費 ４，９７５，１４８2

1

1 議会費 ２６２，４０２

金　　　　　　額

歳　出

款 項

議会費 ２６２，４０２
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単位：千円

8 消防施設災害復旧費 １５０

7 土木施設災害復旧費 ６００

6 商工施設災害復旧費 １５０

5 農林水産施設災害復旧費 ２００

4 衛生施設災害復旧費 １５０

3 民生施設災害復旧費 １５０

2 総務施設災害復旧費 １５０

1 災害対策費 ２，２００

災害復旧費 ４，２００10

5 保健体育費 １，６８１，０２０

4 社会教育費 ７１９，３２８

3 中学校費 ２５１，２０６

2 小学校費 ４１０，５５２

1 教育総務費 ７６９，０９５

1 消防費 １，６９７，５１９

教育費 ３，８３１，２０１9

消防費 １，６９７，５１９8

6 住宅費 ２１０，００１

5 都市計画費 ６３７，５５０

4 港湾費 ７０，５４８

3 河川費 １３０，２１３

2 道路橋りょう費 ７２５，６５８

金　　　　　　額款 項

1 土木管理費 ３３３，６９２
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単位：千円

単位：千円

1 予備費 ５０，０００

３２，３６２，０００歳　　出　　合　　計

予備費 ５０，０００12

1 公債費 ２，４７７，８３５

9 教育施設災害復旧費 ４５０

公債費 ２，４７７，８３５11

金　　　　　　額款 項

 第２表　 債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

歳 入 シ ス テ ム 改 修 事 業 令和５年度 5,212

リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト
基 本 構 想 等 策 定 事 業

令和５年度 38,720

クリーンセンター長寿命化事業 令和５年度～令和６年度 3,391,190

土 地 改 良 施 設 維 持 補 修 事 業 令和５年度 6,200

道 路 補 修 事 業 令和５年度 20,000

学校給食調理業務等委託事業 令和５年度～令和８年度 773,033

塩 津 地 区 個 別 計 画 に 基 づ く
複 合 施 設 建 設 事 業

令和５年度 117,793

西 浦 地 区 個 別 計 画 に 基 づ く
複 合 施 設 建 設 事 業

令和５年度 109,998
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 第３表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

ク リ ー ン セ ン タ ー
長 寿 命 化 事 業

242,000

道 路 新 設 改 良 事 業 30,500

河 川 維 持 整 備 事 業 82,900

公 的 サ イ ン 整 備 事 業 4,000

公 園 長 寿 命 化
対 策 支 援 事 業

16,200

２８０ＭＨｚデジタル同報
無線システム子局更新事業

118,000

西 部 出 張 所
移 転 建 設 事 業

216,700

武 道 館 大 規 模 改 造 事 業 517,100

臨 時 財 政 対 策 債 700,000

計 1,927,400

　　 3.0％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

証書借入又

は証券発行

借入先の融資条件に
よる。ただし、市財
政の都合により繰上
償還することができ
る。
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第１７号議案 

 

令和４年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，０９１，８００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

9



単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 国民健康保険税 １，５７０，５８９

1 国民健康保険税 １，５７０，５８９

2 県支出金 ４，７８５，３２６

1 県補助金 ４，７８５，３２６

3 財産収入 １，５８１

1 財産運用収入 １，５８１

4 繰入金 ６４９，１７５

1 繰入金 ５７１，０００

2 基金繰入金 ７８，１７５

5 繰越金 ５２，９６５

1 繰越金 ５２，９６５

6 諸収入 ３２，１６４

1 諸収入 ３２，１６４

歳　　入　　合　　計 ７，０９１，８００
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単位：千円

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 １０２，４０５1

1 総務管理費 ９４，３７２

2 徴税費 ８，０３３

保険給付費 ４，７１３，３９０2

1 療養諸費 ４，１０２，５１９

2 高額療養費 ５７６，３１１

3 移送費 ６０

4 出産育児諸費 ２８，０００

5 葬祭諸費 ６，０００

6 傷病手当諸費 ５００

国民健康保険事業費納付金 ２，１３４，７３９3

1 医療給付費分 １，４２９，７４２

2 後期高齢者支援金等分 ４９２，３４５

3 介護納付金分 ２１２，６５２

保健事業費 １０２，１３５4

1 保健事業費 ２７，６４３

2 特定健康診査等事業費 ７４，４９２

基金積立金 １，５８１5

1 基金積立金 １，５８１

諸支出金 １７，５５０6

1 償還金及び還付加算金 １７，５５０

予備費 ２０，０００7

1 予備費 ２０，０００

11



単位：千円

金　　　　　　額款 項

７，０９１，８００歳　　出　　合　　計

12



 

 

第１８号議案 

 

令和４年度蒲郡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，３３１，２００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 後期高齢者医療保険料 １，００８，３２０

1 後期高齢者医療保険料 １，００８，３２０

2 繰入金 １，２４４，８００

1 繰入金 １，２４４，８００

3 繰越金 ２８，９９５

1 繰越金 ２８，９９５

4 諸収入 ４９，０８５

1 延滞金 １０

2 償還金及び還付加算金 １，９９０

3 預金利子 １

4 受託事業収入 ４２，１５５

5 雑入 ４，９２９

歳　　入　　合　　計 ２，３３１，２００
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単位：千円

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 １６，０３９1

1 総務管理費 １１，２８３

2 徴収費 ４，７５６

後期高齢者医療広域連合納 ２，２５４，９００2
付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ２，２５４，９００

保健事業費 ５５，２７１3

1 保健事業費 ５５，２７１

諸支出費 １，９９０4

1 償還金及び還付加算金 １，９９０

予備費 ３，０００5

２，３３１，２００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ３，０００

15
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第１９号議案 

 

令和４年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２０８，２００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地 方 債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 保留地処分金 ７０，０００

1 保留地処分金 ７０，０００

2 国庫支出金 １，０００

1 国庫補助金 １，０００

3 財産収入 ５００

1 財産運用収入 ５００

4 繰入金 ７４０，０００

1 繰入金 ７４０，０００

5 繰越金 １４０，０９０

1 繰越金 １４０，０９０

6 換地清算金 １５０，０００

1 換地清算金 １５０，０００

7 諸収入 １０

1 雑入 １０

8 市債 １０６，６００

1 市債 １０６，６００

歳　　入　　合　　計 １，２０８，２００
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単位：千円

1 予備費 ５，０００

１，２０８，２００歳　　出　　合　　計

予備費 ５，０００4

1 繰出金 １５０，０００

1 公債費 ４１９，５３６

諸支出金 １５０，０００3

公債費 ４１９，５３６2

2 事業費 ５２６，３３１

1

1 事務所費 １０７，３３３

金　　　　　　額

歳　出

款 項

土地区画整理事業費 ６３３，６６４
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 第２表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理 事 業 106,600     証書借入 3.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。
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第２０号議案 

 

令和４年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の公共用地対策事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３５，９００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

歳　　出　　合　　計 １３５，９００

1 公共用地対策事業費 １３５，９００

歳　出

款 項 金　　　　　　額

1 公共用地対策事業費 １３５，９００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入 ９５，３３４

1 財産運用収入 ６，９７４

2 財産売払収入 ８８，３６０

2 繰越金 ４０，５５６

1 繰越金 ４０，５５６

3 諸収入 １０

歳　　入　　合　　計 １３５，９００

1 雑入 １０
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第２１号議案 

 

令和４年度蒲郡市三谷町財産区特別会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の三谷町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

23



単位：千円

単位：千円

歳　　出　　合　　計 ４９，６００

1 予備費 ２，０００

1 繰出金 １４，２６５

3 予備費 ２，０００

2 諸支出金 １４，２６５

1 総務管理費 ３３，３３５

款 項 金　　　　　　額

1 総務費 ３３，３３５

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入

歳　出

２２，９６７

1 財産運用収入 ２２，９４７

2 財産売払収入 ２０

2 繰越金 ２６，６２０

1 繰越金 ２６，６２０

3 諸収入 １３

1 預金利子 ３

歳　　入　　合　　計 ４９，６００

2 雑入 １０
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第２２号議案 

 

令和４年度蒲郡市西浦町財産区特別会計予算 

 

令和４年度蒲郡市の西浦町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，９００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

  

 

25



単位：千円

単位：千円

歳　　入　　合　　計 １３，９００

2 雑入 １０

1 預金利子 １

1 繰越金 ２，０１５

3 諸収入 １１

2 繰越金 ２，０１５

2 財産売払収入 １０

１１，８７４

1 財産運用収入 １１，８６４

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入

歳　出

款 項 金　　　　　　額

1 総務費 ７，６０３

1 総務管理費 ７，６０３

2 諸支出金 ５，３９７

1 繰出金 ５，３９７

3 予備費 ９００

歳　　出　　合　　計 １３，９００

1 予備費 ９００
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第２３号議案 

 

令和４年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和４年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３４，３８２栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ９，３３０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２５，５６２㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  １，６３４，７００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          １，９６３，２００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，７９１，９８６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １７１，１８４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          １，９３３，９００千円 

  第１項 営 業 費 用         １，９００，５７９千円 

  第２項 営 業 外 費 用            ２３，２３９千円 

  第３項 特 別 損 失                ８２千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額８５３，０００千円は過年度分損益勘定留保資金 

８５３，０００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入          １，０６５，６００千円 

  第１項 企 業 債           ６２４，０００千円 

  第２項 固定資産売却代金                １０千円 

  第３項 負 担 金           ３４７，８１６千円 

  第４項 分 担 金            ４４，９７４千円 
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  第５項 補 助 金            ４８，８００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，９１８，６００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         １，８６６，４４１千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ５２，１５９千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和５年度  ８，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和５年度 ３，０００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和５年度 １４，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和５年度 １２，０００ 

遠 方 監 視 制 御 装 置 更 新 事 業 令和５年度 ２８０，０００ 

第 １ 南 山 配 水 場 築 造 事 業 令和５年度～令和６年度 １７５，５００ 

 （企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  第１南山配水場築造事業及び配水管布設替工事に充てる

ため 

（２）限  度  額  ６２４，０００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和４年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
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と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １５８，７１１千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１４，３１７千円と定める。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第２４号議案 

 

令和４年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和４年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，２４５ha 

（２）処理区域内人口                 ５４，３５８人 

（３）年間有収水量               ５，９１０，０００㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費               ２，１６７，３００千円 

処理場整備費                ３２８，６２０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益         ２，２３５，８００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，１４８，４６２千円 

  第２項 営 業 外 収 益         １，０８７，３２８千円 

  第３項 特 別 利 益                １０千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用         ２，３１４，５００千円 

  第１項 営 業 費 用         ２，１９９，７５７千円 

  第２項 営 業 外 費 用           １０４，７２３千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額８４６，１００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１３４，１３３千円、過年度分損益勘定留保資金４０４，４

５３千円及び当年度分損益勘定留保資金３０７，５１４千円で補てんするものと

する。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入          ２，３０５，８００千円 
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  第１項 企   業   債         １，６１０，７００千円 

第２項 負担金及び分担金            ２１，２１５千円 

  第３項 固定資産売却代金                １０千円 

第４項 補   助   金           ６６１，１１５千円 

  第５項 他 会 計 出 資 金            １２，７６０千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ３，１５１，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，５４４，８４４千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ６０７，０５６千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 令和５年度 ２２，０００ 

都川ポンプ場排水管撤去事業 令和５年度 ２４，０００ 

浄 化 セ ン タ ー し 渣 

運 搬 設 備 更 新 事 業 
令和５年度 ６６，０００ 

浄 化 セ ン タ ー 汚 水 ポ ン プ 

電 動 機 更 新 事 業 
令和５年度 ４４，０００ 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。  

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業費に充てるため。 

（２）限 度 額  １，６１０，７００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和４年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             １５９，８３８千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、３９７，７３９千円である。 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第２５号議案 

 

令和４年度蒲郡市病院事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和４年度蒲郡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数              ３８２床 

（２）年間患者数          ２７８，９００人 

    入院患者数         １０９，５００人 

    外来患者数         １６９，４００人 

（３）一日平均患者数          １，０００人 

    入院患者数             ３００人 

    外来患者数             ７００人 

（４）主要な建設改良事業 

    新棟建設基本設計委託料           ５１，２８２千円 

建物設備改良工事費          １１８，０００千円 

器 械 備 品 購 入 費          ２２１，８００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 病 院 事 業 収 益          ９，７６０，８００千円 

  第１項 医 業 収 益         ８，１２５，８１１千円 

  第２項 医 業 外 収 益         １，６３４，９５９千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 病 院 事 業 費 用          ９，８５０，８００千円 

  第１項 医 業 費 用         ９，６０４，２８６千円 

  第２項 医 業 外 費 用           ２２６，４９４千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額５９６，８００千円は過年度分損益勘定留保資金

５９６，８００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入            ７１３，２００千円 

  第１項 企 業 債           １３８，６００千円 

  第２項 出 資 金           ５７４，３４１千円 

  第３項 固定資産売却代金               １００千円 

第４項 投 資 償 還 金               １５９千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，３１０，０００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           ４４１，８７７千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ８５３，５０１千円 

  第３項 投      資            １４，６２２千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期   間 限 度 額 

新棟建設支援業務委託事業 令和５年度 １５，０００ 

新棟建設実施設計委託事業 令和５年度 １５０，０００ 

看護師等修学資金貸付金 

蒲郡市看護師等修学資金

貸与条例に基づき、令和

４年度において貸与を決

定した期間 

蒲郡市看護師等修学

資金貸与条例に基づ

き、令和４年度におい

て貸与を決定した額 
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（企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

手 術 室 改 修 事 業 110,000 

証書借入 

 

借入時期は令

和４年度中と

する。ただし、

事業の進捗状

況等により起

債額の全部又

は一部を翌年

度に繰延べて

借り入れるこ

とができる。 

3.0％以内 

 

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる資金に

ついて、利率

の見直しを

行った後に

おいては、当

該見直し後

の利率） 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より繰上償還

することがで

きる。 医療機器等整備事業 28,600 

計 138,600    

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の医業費用、医業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ４，９９１，１０３千円 

（２）交 際 費                １，４００千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，３６７，５４０千円と定める。 
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 （重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種   類 名   称 数   量 

器 械 備 品 カメラシステム 一   式 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第２６号議案 

 

令和４年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和４年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              １９２日 

（２）年間勝舟投票券発売金     １６３，７７０，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ８５２，９６９千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １３，０８６，１５０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益       １６８，６３２，２００千円 

  第１項 営 業 収 益       １６８，５１５，１７９千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １１６，９９１千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用       １５６，６１８，７００千円 

  第１項 営 業 費 用       １５４，１２１，１６３千円 

  第２項 営 業 外 費 用         ２，４７７，５０７千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１，８１３，４００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額８２，８９７千円、減債積立金２８７，６７０千円、建

設改良積立金８３０，６５４千円並びに過年度分損益勘定留保資金６１２，１７

９千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                  ０千円 

  第１項 企 業 債                 ０千円 
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         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，８１３，４００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           ９１３，５５１千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２８７，６７０千円 

第３項 投 資           ６０２，１７９千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和５年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和５年度 ９９，０００ 

フ ァ ン サ ー ビ ス 事 業 令和５年度 ２５，５００ 

競技発艇装置等更新事業 令和５年度 ５０，１８０ 

審 判 操 作 卓 更 新 事 業 令和５年度 ３０，１００ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ５５３，５０１千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 

 

令和４年２月２８日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

40


